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平成28年 6月24日 

循 環 組 合 

谷戸沢処分場の水質等調査結果について 

（平成 27 年度） 

 
今回公表する調査結果は、循環組合が日の出町・日の出町第３自治会と締結した「公害防止協定・細目協定」、「保全検討委員会提言」

（なお、「保全検討委員会」は平成11年５月13日に改組され、新たに「技術委員会」が発足した。）及び「環境保全調査委員会決定」に基

づき実施している浸出水原水、地下水集排水管、本設モニタリング井戸等の各種水質、並びに脱水汚泥溶出試験及び発生ガス調査等に関

するものである。調査結果については、平成28年6月7日の「第35回技術委員会」において問題とすべきものはないと評価された。さらに

平成28年6月20日の環境保全調査委員会で検討されたものである。 

調査結果については、平成25年11月26日の「第30 16日の環境保全調査委員会で検討されたものである。 

１ 水質調査結果の概要  

公害防止協定に基づき、浸出水原水、地下水集排水管、地下水管No.2、防災調整池、モニタリング井戸等について調査を実施した。

また、保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づき、本設モニタリング井戸等について調査を実施した。調査項目は、

生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）、人の健康の保護に関する項目（健康項目）などである。 
 
１-１ 公害防止協定に基づく調査 

 (1) 浸出水原水            〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第７項〕            （ ⇒１頁） 

   浸出水原水の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。 

   なお、浸出水原水は、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。 

ア 生活環境項目、一般項目 

・ 生物化学的酸素要求量（BOD:18～26 mg/L）及び化学的酸素要求量（COD:49～63 mg/L）の濃度は、低い水準で推移した。 

・ 全窒素（177～279 mg/L）については、過去の変動の範囲内であり、低下傾向は見られない。今後とも監視を継続していく。 

・ その他の項目については、特段の変化は見られない。 
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イ 健康項目 

・ ひ素（0.004～0.005mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（0.3mg/L）を下回っている。 

・  ベンゼン（ND～0.001mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（0.1mg/L）を下回っている。 

・ 1,4-ジオキサン（0.046㎎/L）が検出されたが、埋立は終了しているため参考値として判断している。 

・ 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。 

・ その他の項目はいずれも不検出（定量下限値未満）である。 

 

(2) 地下水集排水管            〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第１号〕         （ ⇒２頁） 

地下水集排水管の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。 

なお、地下水集排水管水は全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。 

ア 生活環境項目、一般項目 

・ 電気伝導率及び塩化物イオン濃度は、過去の変動の範囲内である。 

   ・ その他の項目については、特段の変化は見られない。 

イ 健康項目 

・ ふっ素（0.08〜0.11mg/L）及びほう素（0.15～0.26mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（ふっ素:8mg/L、ほう

素:10mg/L）を下回っている。 

・ 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。 

・ その他の項目はいずれも不検出である。 

 

(3) 地下水管No.2           〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第１号〕       （ ⇒３、４頁） 

地下水管No.2の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。 

なお、地下水管No.2水についても、地下水集排水管水と同様に全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。 

ア 生活環境項目、一般項目 

・ いずれの項目とも、特段の変化は見られない。 

イ 健康項目 

・ ふっ素（0.07～0.13mg/L）、ほう素（0.05～0.06mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（ふっ素:8mg/L、ほう
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素:10mg/L）を下回っている。 

・ 硝酸性窒素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。 

・ その他の項目はいずれも不検出である。 

ウ 電気伝導率の常時測定記録 

・ 地下水管No.2の電気伝導率については、図‐1のとおりであり、過去の変動の範囲内である。 

 

図-1 地下水管No.2の電気伝導率の変化 

 

(4) 下水道への放流水            〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第９項第２号〕       （ ⇒５頁） 

下水道への放流水の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。 

ア 生活環境、一般項目 

・ いずれの項目とも、特段の変化は見られない。 

イ 健康項目 

・ ひ素（ND～0.002mg/L)、ふっ素（0.09～0.15mg/L）、ほう素（2.0～2.8mg/L）、1,4-ジオキサン(ND～0.005mg/L)が検出された
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が、公害防止協定の基準値（ひ素:0.1 mg/L、ふっ素:8 mg/L、ほう素:10 mg/L、1,4-ジオキサン:0.5mg/L）を下回っている。 

・ 硝酸性窒素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。 

・ その他の項目は、いずれも不検出である。 

 

(5) 防災調整池             〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第10項第１号〕         （ ⇒６頁） 

防災調整池の水質は、DO、大腸菌群数を除き、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。 
なお、防災調整池における公害防止協定の基準値は、平井川の水質類型に合わせ、水質環境基準における河川Ａ類型の基準値を

準用している。 

（河川の水質類型には、AA、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅまでの類型があり、Ａ類型はヤマメ、イワナ等の水産生物用に適用する厳しい基準である。） 

ア 生活環境項目、一般項目 

・ DO（8月:6.8mg/L）、大腸菌群数(11月:1300MPN/100mL)が、公害防止協定の基準値（DO:7.5mg/L、大腸菌群数:1000MPN/100mL）

に適合しなかったが、これは降雨による土壌の流入や処分場内における動物等の活動の影響によるものと考えられる。 

・  微量の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ND～0.0007mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（0.03mg/L)

を下回っている。 

・ その他の項目については、特段の変化は見られない。 

イ 健康項目 

・ 硝酸性窒素（0.22～0.41mg/L）、ふっ素（0.06～0.08mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素:10mg/L、ふっ素:0.8mg/L）を下回っている。 

・ その他の項目は、全て不検出であった。 

 

(6) モニタリング井戸          〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第２号〕     （ ⇒７～９頁） 

モニタリング井戸（井戸-0、井戸-Ａ、井戸-Ｅ）の水質は、処分場の影響は見られず、年間を通じて公害防止協定の基準に適合

していた。調査結果の概要は、次のとおりである。 

ア 地下水連関項目 

・ 電気伝導率及び塩化物イオン濃度は、過去の変動の範囲内である。 
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イ 安全性確認項目 

・ 井戸-Ａでひ素（0.001～0.002mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値 (0.01mg/L) を下回っている。 

・ 硝酸性窒素（0.05～0.09mg/L）、亜硝酸性窒素(0.004mg/L)、ふっ素（0.07～0.26mg/L）、ほう素（0.25～0.57mg/L）が検出さ

れたが、過去の変動の範囲内である。 

・  井戸-Ｅでニッケル(ND～0.001mg/L)が検出されたが、過去の変動の範囲内である。 

・ その他の項目はいずれも不検出である。 

 

(7) 場外井戸                〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第２号〕      （ ⇒10～13頁） 

 場外井戸（井戸-１下流、井戸-２、井戸-３及び井戸-６）の水質は、浸出水の影響は見られず、公害防止協定の基準に適合して

いた。調査結果の概要は、次のとおりである。 

ア 地下水連関項目 

・ 各井戸のイオンバランスは、基本的にはCa-HCO3型である。周辺の土地の利用形態によりイオン成分の濃度に若干の変化が見

られるが、いずれも浸出水とは異なったイオンバランスのパターンを示し、処分場の影響は見られない。 

・ 井戸-1下流の塩化物イオン(3.7～10.9mg/L)に変動があるが、この要因のひとつとして、融雪剤の影響が考えられる。 

イ 安全性確認項目 

・ 鉛(ND～0.003mg/L)、硝酸性窒素（0.29～3.82mg/L）、亜硝酸性窒素（ND～0.006mg/L）及びふっ素（ND～0.11mg/L）が検出さ

れたが、公害防止協定の基準値（鉛:0.01mg/L、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素:10mg/L、ふっ素:0.8mg/L）を下回っている。 

・ その他の項目はいずれも不検出である。 

 

１-2 保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づく調査 

 (1) 本設モニタリング井戸           〔根拠：保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定〕     （ ⇒14～21頁） 

本調査は、埋立地を囲むように掘削された本設モニタリング井戸の水質を調査するものである。なお、本設モニタリング井戸は、

従来から調査している井戸（Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｆ）及び平成10年度に新たに設置した井戸（Ｇ～Ｋ）の合計10本である。 
本設モニタリング井戸の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。全体的に大きな変動はなく安定的に推移し

ているが、今後も注意深く監視していく。調査結果の概要は、次のとおりである。 
 



 
-6-

ア 安全性確認項目 

・ ひ素（0.001～0.004mg/L）が10本中5本の井戸（17採水層中5採水層）で検出されたが、公害防止協定の基準値（0.01mg/L）を

下回っている。 

・ ニッケル（0.001～0.005mg/L）が10本中5本の井戸（17採水層中5採水層）で検出された。これは、ステンレス製孔壁保護管、

水位センサーからの溶出が主な原因と考えられる。 

・ その他の項目は、いずれも不検出である。 

イ 地下水連関項目 

・ 全体的に大きな変動はなく、安定的に推移している。 

 
(2) 下流部モニタリング井戸           〔根拠：保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定〕      （ ⇒22～33頁） 

本調査は、防災調整池を囲むように設置されている下流部97本の観測孔について、地下水位、水温、電気伝導率、塩化物イオン

濃度について調査するものであり、各区域の調査結果の概要は、次のとおりである。 

・ Ｕ区域（防災調整池北側）では、防災調整池近傍の5つの観測孔（S-2、U-17、U-18、U-19、U-20）において、塩化物イオン濃

度が10mg/Lを超えることがあったが、Ｕ区域全体の塩化物イオン濃度の平均値は、8.1mg/Lであった。 

・ Ｌ区域（防災調整池西側）では、1つの観測孔(L-11)において塩化物イオン濃度が10mg/Lを超えることがあったが、Ｌ区域全

体の塩化物イオン濃度の平均値は、3.2mg/Lであった。 

・ Ｒ区域（防災調整池東側）で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は、2.1mg/Lであった。 

・ Ｂ区域（防災調整池南側）で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は、1.8mg/Lであった。 

・  各区域の地下水位、水温、電気伝導率については、特段の変化は見られなかった。 

各区域の塩化物イオン濃度の平均値を図-２及び図-３に示す。 
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１-3 調査結果 

 

 

なお、平成25年度からは、観測孔の調査回数を見直し、塩化物イオン濃度が高い箇所の測定頻度を上げ、濃度の低い箇所の測定頻

度を下げて調査を実施している。 

 
１-3 調査結果のまとめ 

今期に実施した水質調査の結果は、防災調整池のDO、大腸菌群数を除き、全ての項目で公害防止協定の基準を遵守しており、処分

場が周辺環境に影響を与えていないことが確認された。 

なお、下流部モニタリング井戸Ｕ区域においては、塩化物イオン濃度の変動がやや大きい井戸があることから、今後も注意深く監

視していく。 

 
 

図-２ 下流部観測孔各区域における塩化物イオン濃度 

      （調査回数の見直し前、平成24年度までの月平均値） 
図-３ 調査回数の見直し以降、直近3年の拡大グラフ      

（平成25年度以降の月平均値） 
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２ その他の調査結果の概要 

脱水汚泥溶出試験、発生ガス、悪臭、底質について調査した。調査結果は以下のとおりである。 
 

(1) 脱水汚泥溶出試験                〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第10項〕       （ ⇒34頁） 
本調査は、浸出水処理施設から発生する生物汚泥及び凝集沈殿汚泥の脱水汚泥について、カドミウム等を測定対象として６ヶ月

に１回実施するものである。調査結果の概要は、次のとおりである。 

・ 鉛(0.001mg/L)及びひ素(0.001mg/L)が検出されたが、公害防止協定の基準(鉛、ひ素:0.3mg/L)に適合していた。 

・ その他、重金属等は全て不検出である。 

 
 (2) 発生ガス              〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第12項〕       （ ⇒35頁） 

本調査は、処分場の安定化指標のひとつであるアンモニア、メタン、二酸化炭素等の発生ガスを測定対象として、Ⅰ期からⅢ期

の埋立地（計４地点）で３ヶ月に１回実施するものである。調査結果の概要は、次のとおりである。 

・ アンモニア（0.1～0.3㎝３/㎥）が、Ⅲ-2期の埋立地を除く埋立地から検出された。 

・  一酸化炭素（0.5～3.1㎝３/㎥）が、全ての埋立地から検出された。 

・  全ての埋立地から、埋立地特有のメタン(0.1～11.4 vol％)、二酸化炭素(0.06～7.25 vol％)が検出されたが、いずれも特段

の変化は見られない。 

 

(3) 悪臭                  〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第14項〕          （ ⇒35頁） 

本調査は、処分場敷地境界において臭気指数を測定対象として、年１回実施するものである。 

いずれの調査地点においても、公害防止協定の基準に適合した。 

 

(4) 底質               〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第13項〕                 （ ⇒36頁） 
本調査は、カドミウム等（溶出試験項目）と銅（含有試験項目）を測定項目として、防災調整池及び防災調整池放流口下の２地

点において、年１回実施するものである。 

いずれの地点においても、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。 
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ア 溶出試験項目 

・ 防災調整池で、ひ素（0.004mg/L）、セレン(0.001mg/L)、ふっ素（0.06mg/L）及びほう素（0.06mg/L）が検出され、防災調整

池放流口下で、鉛（0.008mg/L）、ひ素（0.009mg/L）、ふっ素（0.07mg/L）及びほう素（0.05mg/L）が検出されたが、公害防止協

定の基準値（鉛、ひ素、セレンともに0.01mg/L、ふっ素:0.8mg/L、ほう素:1mg/L）を下回っている。 

・ その他の項目は不検出である。 

 

  イ 含有試験項目(銅) 

・ 防災調整池で銅(2.5mg/kg)が検出されたが、公害防止協定の基準値(125mg/kg)を下回っていた。 
 

２-1 その他の調査結果のまとめ 

本年度に実施した水質以外の調査結果は、いずれも公害防止協定の基準を遵守しており、処分場が周辺環境に影響を与えていな

いことが確認された。 

今後も注意深くモニタリング調査を実施し、適切な維持管理に努めていく。 

 
３ 調査地点 

 各種調査の調査地点について、全体図を37頁に示す。また、下流部調査に係る97本の観測孔等の位置を38頁に示す。 

 

 
東京たま広域資源循環組合 

東京都西多摩郡日の出町大久野7642 

℡ 042-597-6151 
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